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告 示

高知県告示第43号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の 2 の規定に基づ

き、知事の権限に属する事務を次のとおり委任する。

令和 6年 1月26日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

1　委任する事務

児童生徒 1人 1台端末を実現するための教育環境の整備に係

る国庫補助事業に関する事務

2　委任の相手方

高知県教育委員会

3　委任する年月日

令和 6年 1月26日

高知県告示第47号

次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法

律第249号）第30条の 2の規定により告示する。

令和 6年 2月 2日

高知県知事　濵田　省司

1　解除予定に係る保安林の所在場所

土佐市宇佐町竜字滝ノ下617の 4

2　保安林として指定された目的

魚つき

3　解除の理由

道路用地とするため

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第 5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 1項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 1項の規

定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の 1の数は、11,670人である。

令和 6年 1月23日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第 6号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第81条第 1項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 1項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第 8 条第 1 項の規定に基づく高知県教育委員

会の教育長又は委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者

の総数のうち、40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数と40万

に 3 分の 1 を乗じて得た数とを合算して得た数は、163,915人で

ある。

令和 6年 1月23日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第 7号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

選挙権を有する者の総数の 3分の 1の数は、次のとおりである。

令和 6年 1月23日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,168人

室戸市・東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 4,230人

安芸市・芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,717人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,951人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,364人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,659人

宿毛市・大月町・三原村選挙区　　　　　　　　　　 7,279人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 3,644人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,212人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,232人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,194人

奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村選挙区　 2,906人

長岡郡・土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 3,043人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,662人

中土佐町・檮原町・津野町・四万十町選挙区　　　 　8,841人

佐川町・越知町・日高村選挙区　　　　　　　　　　 6,399人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000人

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 6年 2月 2日

高知県警察本部長　髙清水　善弘

1　落札に係る借入物品の名称及び数量

高知県警察本部庁舎地下泡消火設備　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県警察本部警務部装備施設課　高知市丸ノ内二丁目 4番

30号

3 　落札者を決定した日

令和 5年12月19日

4 　落札者の氏名及び住所

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社四国支店　愛媛県松山市二番町

三丁目 6番地

5　落札金額

月額　345,400円

6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 5年11月 7 日

そ の 他

令和 5年11月12日に実施した令和 5年度行政書士試験の合格者

は、次のとおりである。

令和 6年 2月 2日

一般財団法人行政書士試験研究センター理事長

多賀谷　一照

受験番号
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